
○
平
成
四
年
郵
政
省
告
示
第
三
百
五
十
五
号
（
自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
自
動
識
別
装
置
の
技
術
的
条
件
を

定
め
る
件
）
の
改
正
案
新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

現 
 
 

行 

    

一 

自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
上
移
動
業
務
の
無
線

局
は
、
漁
船
の
船
舶
局
（
設
備
規
則
第
九
条
の
二
第
五
項
の
変
調
信
号
処

理
装
置
を
附
置
す
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。）
と
す
る
。 

 
   

二 

（
略
） 

 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第

九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
海
上
移
動
業
務
の
無
線
局
及
び
そ
の
自
動
識
別
装
置
の
技
術
的

条
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

一 

自
動
識
別
装
置
を
装
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
海
上
移
動
業
務
の
無

線
局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

１ 

空
中
線
電
力
五
ワ
ッ
ト
以
下
の
無
線
電
話
を
施
設
す
る
ス
ポ
ー
ツ

及
び
レ
ジ
ャ
ー
用
の
船
舶
局
で
あ
っ
て
、
呼
出
し
応
答
用
の
周
波
数
と

し
て
一
五
六
・
八
七
五
MHz
の
指
定
を
受
け
る
も
の 

２ 

漁
船
の
船
舶
局
（
無
線
設
備
規
則
第
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
変
調
信
号
処
理
装
置
を
附
置
す
る
無
線
設
備
に
限
る
。） 

二 

（
略
） 

 
 


